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ド
ロ
シ
ー
・
ボ
ー
グ
著

　
　
『
ア
メ
リ
カ
と
一
九
三
三
年
－

　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
八
年
の
極
東
の
危
機
』

　
数
年
前
、
中
国
の
北
伐
の
時
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
対
華
外
交
、
、
＞
ヨ
Φ
亭

8
5
℃
o
一
帥
ミ
導
ユ
夢
①
O
匡
房
器
即
①
〈
o
一
暮
ざ
P
一
〇
謡
山
8
0
0
、
．
を
書
い
て
、
そ

の
め
ん
密
な
資
料
操
作
で
手
が
た
い
研
究
と
し
て
好
評
を
博
し
た
ド
ロ
シ
ー
・

ボ
ー
グ
博
士
が
、
満
洲
事
変
後
か
ら
日
華
事
変
の
初
期
の
段
階
ま
で
の
ア
メ
リ

カ
の
極
東
政
策
を
扱
つ
た
本
書
を
出
版
さ
れ
た
。

　
ボ
ー
グ
博
士
は
、
戦
前
中
国
に
お
い
て
米
国
国
務
省
関
係
の
仕
事
に
従
事
さ

れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
戦
後
は
太
平
洋
問
題
研
究
所
（
＞
目
虫
8
づ
H
器
暮
5
。

9
評
。
ま
。
即
巴
暮
一
。
扉
）
に
あ
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
極
東
政
策
の
歴
史
的
研
究
に

従
事
さ
れ
、
現
在
は
コ
ロ
ム
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
の
研
究
員
で
あ
り
、

若
干
の
授
業
も
担
当
し
て
い
る
。

　
著
者
も
自
ら
序
文
に
誌
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
こ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
　
（
七
二
六
）

で
満
洲
事
変
に
直
接
関
係
あ
る
一
九
三
一
年
前
後
、
あ
る
い
は
日
米
開
戦
直
前

の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
の
極
東
政
策
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
一
九
三
〇
年
代
の
中
頃
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
な
か
つ

た
。
日
本
側
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
つ
て
、
先
頃
完
結
し
た
日
本
国
際
政
治
学

会
太
平
洋
戦
争
原
因
研
究
部
編
「
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
」
（
全
七
巻
）
（
朝
日
新

聞
社
発
行
）
に
お
い
て
も
、
空
白
と
な
つ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
六
七
〇
ぺ
ー
ジ
余
に
わ
た
る
本
書
は
ま
ず
そ
の
扱
つ
て
い

る
時
期
か
ら
し
て
日
米
両
国
の
国
際
政
治
、
外
交
史
の
研
究
者
の
餓
え
を
満
す

も
の
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　
著
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
外
交
政
策
の
目
的
を

強
調
し
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
ア
メ
リ
カ
政
府
が
用
い
た
方
法
を
追
求
す
る

こ
と
」
（
序
文
）
に
あ
る
。

　
内
容
紹
介
に
先
立
ち
本
書
の
構
成
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
章
「
満
洲
事
変
と
塘
沽
停
戦
停
定
」

　
第
二
章
「
天
羽
声
明
の
挑
戦
」

　
第
三
章
「
海
軍
の
政
策
」

　
第
四
章
「
ア
メ
リ
カ
の
銀
政
策
と
極
東
」

　
第
五
章
「
中
国
に
お
け
る
日
本
の
進
出
の
促
進
」

　
第
六
章
「
日
中
抗
争
の
転
換
点
」

　
第
七
章
「
中
国
共
産
主
義
者
と
西
安
事
件
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
官
吏
の
見

　
　
　
　
　
解
」

　
第
八
章
「
太
平
洋
諸
島
」

　
第
九
章
「
”
平
和
”
の
時
期
の
終
結
」



　
第
一
〇
章
「
中
国
に
お
け
る
無
宣
言
戦
争
の
勃
発
」

　
第
一
一
章
「
保
護
と
中
立
」

　
第
一
二
章
「
国
務
長
官
と
国
際
連
盟
」

　
第
二
二
章
「
大
統
領
と
“
隔
離
”
演
説
」

　
第
一
四
章
「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
会
議
」

　
第
一
五
章
「
和
平
へ
の
日
本
の
努
力
」

　
第
ニ
ハ
章
「
バ
ネ
ー
号
事
件
の
危
機
」

　
第
一
七
章
「
要
約
ー
ア
メ
リ
カ
の
政
策
の
方
向
」

　
周
知
の
よ
う
に
極
東
の
危
機
は
一
九
三
一
年
九
月
の
柳
条
溝
事
件
に
よ
つ
て

も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
で
著
書
は
第
一
章
に
お
い
て
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
国
務
長
官

の
極
東
政
策
を
要
約
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
は
第
一
次
大

戦
後
発
達
し
て
来
た
普
遍
的
な
秩
序
へ
の
志
向
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
極

東
の
危
機
に
対
処
し
よ
う
と
し
（
五
一
八
頁
）
、
日
本
に
対
し
不
承
認
主
義
を
通

告
す
る
（
一
九
三
二
・
一
・
七
）
。
し
か
し
日
本
と
の
衝
突
を
回
避
し
よ
う
と
す

る
フ
ー
ヴ
ァ
ー
大
統
領
お
よ
び
国
務
省
内
部
の
意
向
も
あ
つ
て
、
ス
テ
ィ
ム
ソ

ン
主
義
は
ア
メ
リ
カ
国
内
で
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
国
際
連
盟
、
イ
ギ
リ
ス
等
も

同
調
し
な
か
つ
た
。
一
九
三
二
年
三
月
一
七
日
の
国
際
連
盟
に
よ
る
満
洲
国
不

承
認
決
議
に
よ
り
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
は
よ
う
や
く
国
際
的
孤
立
を
脱
し
、
ル
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
政
権
成
立
直
後
は
影
響
力
を
維
持
し
続
け
る
。
し
か
し
日
本
の
華
北

に
お
け
る
行
動
が
塘
沽
停
戦
協
定
に
よ
つ
て
一
段
落
す
る
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ

の
極
東
政
策
は
変
化
を
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
（
五
二
二
頁
）
。
そ
の
変
化
の
要

因
は
、
ア
メ
リ
カ
が
極
東
に
お
け
る
国
際
関
係
の
指
導
権
を
握
つ
て
日
本
を
刺

激
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
考
え
は
以
後
当
分
の
間
ア

　
　
　
紹
介
と
批
評

メ
リ
カ
の
政
策
の
基
調
を
な
す
こ
と
と
な
つ
た
。

　
九
国
条
約
を
基
礎
と
し
、
安
定
し
た
中
国
の
確
立
こ
そ
極
東
の
バ
ラ
ン
ス
・

オ
ブ
・
パ
ワ
ー
の
維
持
に
最
善
の
手
段
で
あ
り
、
か
か
る
安
定
し
た
中
国
の
出

現
は
外
部
か
ら
の
援
助
な
し
に
は
不
可
能
と
考
え
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
と
っ

て
、
一
九
三
四
年
四
月
の
所
謂
天
羽
声
明
は
日
本
の
挑
戦
と
も
受
取
れ
た
の
で

あ
つ
た
。
も
つ
と
も
国
民
党
が
中
国
再
建
の
能
力
あ
り
や
否
や
に
つ
い
て
、
ワ

シ
ン
ト
ン
と
中
国
出
先
機
関
と
の
間
に
は
意
見
の
相
違
が
あ
つ
た
。
例
え
ば
ネ

ル
ソ
ソ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
駐
華
公
使
は
、
国
民
党
は
そ
の
任
に
非
ず
と
す
る
悲
観

論
者
で
あ
り
（
五
一
ー
五
三
頁
）
、
ハ
ル
国
務
長
官
は
同
党
支
持
の
急
先
鋒
で
あ

つ
た
。
し
か
し
天
羽
声
明
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
対
応
は
、
手
探
り
な
が
ら
日

米
関
係
の
悪
化
を
防
ぐ
と
い
5
こ
と
か
ら
、
極
東
に
深
入
り
し
な
い
方
針
を
持

続
し
（
九
九
頁
）
、
中
国
へ
の
援
助
も
差
控
え
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
（
第

二
章
）
。

　
天
羽
声
明
以
後
、
ア
メ
リ
カ
は
関
心
を
財
政
問
題
か
ら
海
軍
の
間
題
へ
と
急

遽
転
換
し
た
（
一
〇
〇
頁
）
。
ホ
ー
ン
ベ
ッ
ク
国
務
省
極
東
部
長
も
そ
の
メ
モ
ア

ー
ル
に
誌
し
て
い
る
よ
う
に
「
日
本
の
中
国
に
お
け
る
行
動
の
黙
認
は
道
義
的

に
許
さ
れ
る
が
．
積
極
的
に
同
意
を
与
え
る
の
は
許
さ
れ
な
か
つ
た
」
（
二

九
頁
）
ア
メ
リ
カ
と
し
て
、
日
本
と
積
極
的
に
事
は
構
え
な
い
が
海
軍
力
の
増

強
、
道
義
的
考
慮
を
九
国
条
約
を
基
礎
と
し
て
維
持
し
て
行
こ
う
と
し
た
の
で

あ
つ
た
。
そ
し
て
太
平
洋
諸
島
の
中
立
化
を
目
指
し
て
、
一
九
三
四
年
一
〇
月

ロ
ン
ド
ソ
に
日
英
、
日
米
各
海
軍
軍
縮
予
備
会
商
が
開
催
さ
れ
た
が
．
日
本
の

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
廃
棄
の
決
意
に
会
議
は
ま
と
ま
ら
ず
、
翌
三
五
年
二
月
再

び
ロ
ン
ド
ン
に
開
か
れ
た
軍
縮
会
議
に
お
い
て
日
本
は
会
議
脱
退
を
通
告
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
へ
七
二
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

米
、
英
、
仏
三
国
間
に
の
み
協
定
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
つ
た
（
第
三
章
）
。

　
一
九
三
四
年
六
月
議
会
を
通
過
し
た
「
銀
購
買
法
」
に
よ
つ
て
、
ア
メ
リ
ヵ

は
銀
の
購
入
に
乗
り
出
し
、
そ
の
結
果
多
量
に
の
ぽ
る
銀
が
中
国
か
ら
流
出

し
、
中
国
経
済
は
混
乱
に
陥
つ
た
（
一
二
一
1
ご
三
頁
）
。
そ
し
て
中
国
は
、

日
本
と
協
力
す
る
か
、
も
し
く
は
日
本
の
中
国
全
般
に
わ
た
る
支
配
を
容
認
す

る
か
の
破
目
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
状
況
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
ヵ

国
内
で
は
そ
の
銀
政
策
を
変
更
す
べ
ぎ
か
否
か
に
つ
い
て
、
国
務
省
と
財
務
省

に
意
見
の
相
違
が
生
じ
た
が
、
ハ
ル
国
務
長
官
と
そ
の
側
近
は
、
日
本
を
刺
激

す
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
中
国
に
対
す
る
財
政
援
助
を
控
え
る
と
い
う
手
段
を
選

ん
だ
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
財
政
長
官
は
あ
く
ま
で
反
対
で
独

自
の
「
金
融
外
交
」
を
国
務
省
の
方
針
と
大
き
く
離
反
し
な
い
程
度
に
中
国
に

対
し
て
遂
行
し
て
行
つ
た
（
＝
二
五
ー
二
二
七
頁
）
（
第
四
章
）
。

　
一
九
三
五
年
を
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
の
「
銀
政
策
」
遂
行
と
時
を
同
じ
く
し
て
．

日
中
間
の
危
機
は
高
ま
り
を
見
せ
て
行
つ
た
。
六
月
の
梅
津
・
何
鷹
欽
協
定
、

土
肥
原
・
秦
徳
純
協
定
は
前
半
の
区
別
り
を
な
す
も
の
で
あ
つ
た
が
、
後
半
に

入
つ
て
か
ら
も
日
本
の
後
押
し
に
よ
る
華
北
自
治
工
作
は
進
捗
し
て
行
つ
た
。

翌
三
六
年
一
月
の
広
田
外
相
に
よ
る
日
華
提
携
の
前
提
た
る
べ
き
三
条
件
（
排

日
の
停
止
、
満
洲
国
の
黙
認
、
赤
化
防
止
）
所
謂
広
田
三
原
則
の
声
明
は
、
ア

メ
リ
カ
を
し
て
、
日
本
に
お
い
て
文
民
が
軍
部
の
独
走
を
阻
止
し
・
こ
の
原
則

に
基
い
て
南
京
政
府
と
交
渉
す
る
か
の
期
待
を
懐
か
せ
た
（
一
六
六
頁
）
。
し
か

し
翌
月
発
生
し
た
所
謂
二
・
二
六
事
件
は
日
本
政
府
に
お
け
る
軍
部
勢
力
の
比

重
を
圧
倒
的
に
し
、
こ
こ
に
転
機
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
（
一
七
八
頁
）
。
し
か
し

7
メ
リ
カ
と
し
て
は
日
本
国
内
の
動
き
は
さ
て
お
き
、
極
東
全
体
の
状
況
に
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
　
（
七
二
八
）

定
的
な
要
因
で
も
生
じ
な
い
限
り
、
従
来
の
政
策
を
持
続
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
つ
た
。
マ
ク
マ
レ
！
元
駐
華
公
使
の
メ
モ
（
一
七
一
ー
一
七
二
頁
）
、
　
一
九
三

五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
グ
ル
ー
駐
日
、
ジ
ョ
ソ
ソ
ン
駐
華
両
大

使
の
通
信
（
一
七
四
ー
一
七
五
頁
）
は
日
本
は
近
い
将
来
中
国
を
席
巻
す
る
と
述

べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
そ
の
可
能
性
を
予
測
し
て
手

を
打
つ
よ
り
、
日
本
を
よ
り
危
険
な
立
場
に
追
い
や
ら
な
い
よ
う
何
ら
か
の
協

定
に
達
す
る
方
が
よ
い
と
い
つ
た
方
針
だ
つ
た
の
で
あ
る
（
第
五
章
、
六
章
）
．

　
第
六
章
ま
で
日
本
の
動
き
と
ア
メ
リ
カ
の
対
応
を
追
つ
て
来
た
著
者
は
、
こ

こ
で
目
を
転
じ
て
中
国
内
部
、
共
産
党
の
動
き
に
注
目
す
る
。
当
時
宣
教
師
教

育
者
で
あ
つ
た
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
が
「
中
国
人
は
最
初
に
共
産
主
義
者
で
あ
つ
て

後
に
中
国
人
に
な
つ
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
中
国
人
で
あ
つ
て
後
に
共
産
主
義

者
に
な
つ
た
」
（
二
三
一
1
二
三
二
頁
）
と
い
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
前
に
中
国
の
共
産
主
義
運
動
に
真
に
理
解
を
持
つ
も

の
は
中
国
の
ア
メ
リ
カ
出
先
機
関
の
間
に
は
殆
ん
ど
い
ず
．
国
務
省
内
の
中
国

通
も
認
識
を
欠
い
て
い
た
。
国
際
共
産
主
義
組
織
に
お
け
る
中
国
の
共
産
主
義

活
動
の
位
置
を
示
唆
す
る
モ
ス
コ
ウ
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
か
ら
の
報
告
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
当
時
、
い
や
そ
れ
か
ら
当
分
の
間
中
国
の
共
産
主
義
運
動
の
本

質
に
関
し
て
殆
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
（
二
三
二
ー
二
三

三
頁
）
。
し
か
し
一
九
三
六
年
の
西
安
事
変
と
そ
れ
に
つ
づ
く
国
共
合
作
は
ア

メ
リ
カ
の
方
針
に
変
化
を
齎
ら
す
こ
と
を
準
備
す
る
（
二
二
七
頁
）
（
第
七
章
）
。

　
一
九
三
七
年
春
に
至
つ
て
ア
メ
リ
カ
政
府
部
内
で
は
、
太
平
洋
諸
島
の
要
塞

化
が
討
議
さ
れ
る
が
、
日
華
事
変
の
時
点
に
お
い
て
も
、
圧
力
を
か
け
ず
多
数

国
間
の
協
定
に
よ
つ
て
そ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
の
が
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の



考
え
で
お
つ
た
。
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
考
え
は
米
英
両
政
府
の
取
り
上
げ
る
と

こ
ろ
と
な
ら
ず
．
日
本
と
の
間
に
か
か
る
協
定
は
成
立
し
な
か
つ
た
。
当
時
イ

ギ
リ
ス
首
相
チ
ェ
ン
バ
レ
ソ
も
日
本
に
関
す
る
米
英
間
協
定
を
示
唆
し
た
が

（
二
四
七
ー
二
四
八
頁
）
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
日
本
の
出
方
に
つ
い
て
未
だ
楽

観
的
で
あ
つ
た
（
第
八
章
、
九
章
）
。

　
こ
の
よ
う
な
楽
観
論
も
一
九
三
七
年
七
月
の
芦
溝
橋
事
件
で
消
滅
す
る
。
ア

メ
リ
カ
政
府
は
満
洲
事
変
勃
発
の
時
と
同
じ
く
、
他
国
の
間
に
入
つ
て
紛
争
の

調
停
に
乗
り
出
さ
な
い
孤
立
主
義
者
た
る
べ
き
か
、
国
家
社
会
の
一
員
と
し
て

法
に
よ
つ
て
侵
略
を
阻
止
す
る
国
際
主
義
者
の
立
場
を
と
る
べ
ぎ
か
の
岐
路
に

立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
規
制
す
べ
き
国
際
連
盟
は
満
洲
事
変

以
来
無
力
化
し
、
ア
メ
リ
カ
自
身
に
も
孤
立
主
義
の
影
が
大
ぎ
く
拡
つ
て
い
つ

た
。
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
げ
る
戦
争
の
可
能
性
に
伴
い
、
侵
略
の
問
題
を

な
ん
と
か
し
て
ア
ジ
ア
の
紛
争
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
結
び
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
も
焦
眉
の
急
を
要
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
芦
溝
橋
事
件
勃
発
後
一
ヵ
月
間

に
お
け
る
ハ
ル
国
務
長
官
の
活
動
に
は
目
覚
し
い
も
の
が
あ
り
．
七
月
一
六

日
、
八
月
二
三
日
の
二
回
に
わ
た
る
ハ
ル
声
明
は
戦
争
阻
止
を
志
向
す
る
も
の

で
あ
つ
た
。
ハ
ル
は
世
界
の
世
論
に
訴
え
、
道
義
的
に
侵
略
を
阻
止
し
よ
う
と

図
つ
た
。
ハ
ル
長
官
が
九
月
に
も
道
義
に
訴
え
る
声
明
を
発
表
し
よ
う
と
し
顧

問
の
助
言
に
よ
つ
て
不
承
不
承
中
止
し
た
こ
と
は
モ
フ
ァ
ッ
ト
日
記
に
も
見
え

る
（
五
三
四
頁
）
。
国
際
連
盟
に
お
い
て
も
、
ハ
ル
は
裏
面
に
お
い
て
働
き
か
け

を
行
つ
た
が
、
連
盟
に
よ
る
日
本
の
行
動
を
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
リ
ア
ン
協
約
、
九

国
条
約
違
反
と
す
る
非
難
決
議
に
賛
意
は
表
し
た
も
の
の
、
道
義
の
面
を
よ
り

重
視
し
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
こ
で
立
役
者
は
ハ
ル
か
ら
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
代

　
　
　
紹
介
と
抵
評

る
、
一
〇
月
五
日
シ
カ
ゴ
で
行
わ
れ
た
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
る
所
謂
「
隔
離

演
説
」
は
国
際
主
義
者
の
運
動
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ

を
実
行
に
移
す
計
画
は
何
も
持
合
わ
せ
て
い
な
か
つ
た
。
一
〇
月
以
降
の
態
度

変
更
の
裏
に
は
ア
メ
リ
カ
国
内
の
議
員
、
報
道
局
、
平
和
運
動
組
織
の
代
表
者

の
意
見
が
反
映
し
て
い
た
。
本
章
に
お
い
て
は
中
国
在
住
の
ア
メ
リ
カ
国
民
の

保
護
、
極
東
の
事
態
に
対
す
る
中
立
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
世
論
の
動
き
が
新

聞
を
利
用
し
て
十
分
に
描
か
れ
る
（
二
章
）
。

　
国
際
連
盟
決
議
に
基
く
九
国
条
約
国
会
議
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
一
一
月

に
開
催
さ
れ
る
が
、
本
会
議
に
お
い
て
も
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
方
針
は
ハ
ル
の

行
つ
て
来
た
道
義
に
訴
え
る
勧
告
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
会
議
の
ア

メ
リ
カ
代
表
ノ
ー
マ
ソ
・
デ
ー
ビ
ス
の
日
本
へ
の
不
承
認
原
則
、
経
済
的
制
裁

の
適
用
を
会
議
へ
持
出
す
こ
と
に
対
す
る
本
国
へ
の
請
訓
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と

も
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
四
一
四
－
四
一
八
頁
）
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
会
議
の
結

果
は
、
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
の
政
策
は
変
更
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
．
他
に
は
日
本

が
中
国
と
の
和
平
を
考
慮
し
て
英
．
米
．
独
等
に
調
停
を
依
頼
し
は
じ
め
た
こ

と
、
で
あ
つ
た
。

　
一
九
三
七
年
二
一
月
の
日
本
海
軍
機
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
軍
艦
パ
ネ
ー
号
の
撃

沈
は
、
政
策
を
一
変
さ
せ
る
事
件
か
と
思
わ
れ
、
事
実
強
硬
手
段
の
採
用
を
叫

ぶ
者
も
あ
つ
た
が
、
大
統
領
は
戦
争
に
至
つ
た
り
ま
た
そ
れ
に
至
る
危
険
を
は

ら
む
手
段
を
と
る
こ
と
は
避
け
る
と
言
明
し
、
対
英
交
渉
の
た
め
．
イ
ン
ガ
ー

ソ
ル
大
佐
を
イ
ギ
リ
ス
に
派
遣
し
た
に
と
ど
ま
つ
た
（
四
八
七
－
四
九
九
頁
）
。

　
芦
溝
橋
事
件
を
境
と
し
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
の
政
策
に
差
が
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
七
月
以
前
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
噛
七
　
　
　
（
七
二
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

係
は
国
務
省
極
東
部
の
部
員
と
外
務
機
構
の
メ
ソ
バ
ー
の
見
解
に
依
存
し
て
い

た
。
日
華
事
変
を
単
な
る
日
華
二
国
間
の
抗
争
と
見
て
い
た
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
と
ハ
ル
は
一
九
三
七
年
七
月
を
境
に
同
事
変
が
全
世
界
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ

と
、
日
本
の
侵
略
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
枢
軸
に
影
響
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
極
東

の
危
発
の
性
格
が
変
り
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
の
目
的
が
自
動
的
に
変
更
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
方
法
は
旧
体
依
然
た
る
も
の
で
あ
つ
た
（
第
一
二
章
－
第
一
六

章
）
。

　
以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
ボ
ー
グ
博
士
は
”
極
東
の
危
機
“
に
対
処
し
て
取

っ
た
ア
メ
リ
カ
の
態
度
と
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
通
読
し
て
感
ず
る
本
書
の
特
徴
は
、
e
客
観
的
に
「
事
実
を
し
て
語
ら
し
め
」

読
者
に
結
論
を
ま
か
せ
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
⇔
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
イ
ペ
ド
ト
ペ
イ
ハ
ロ

し
、
単
に
事
実
の
平
板
な
羅
列
で
な
く
し
て
各
種
の
公
式
記
録
、
個
人
記
録
、

日
記
の
類
を
駆
使
し
行
間
に
そ
れ
ら
を
珠
玉
の
ご
と
く
散
り
ぽ
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
F
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
、
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
、
ハ
ル
両
国
務
長
官
、

グ
ル
ー
駐
日
、
ジ
ョ
ソ
ソ
ソ
駐
華
両
大
使
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
国
務
省
顧
問
、
ホ
ー

ン
ベ
ッ
ク
極
東
部
長
等
の
役
割
り
が
浮
ぎ
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

㊧
原
稿
の
段
階
に
お
い
て
．
そ
の
道
の
権
威
者
の
目
が
通
さ
れ
て
い
る
の
で
、

1
例
え
ば
全
体
に
つ
い
て
は
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
の
フ
ェ
ア
バ
ソ
ク
、
メ
イ
両

教
授
、
軍
事
関
係
に
つ
い
て
は
戦
史
の
大
家
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
の
モ
ー
ト
ソ
教

授
、
銀
政
策
に
つ
い
て
は
当
時
の
英
国
の
対
華
借
款
の
当
事
者
リ
ー
ス
．
ロ
ス

卿
、
ア
メ
リ
カ
人
財
政
顧
問
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
氏
、
中
国
共
産
党
と
西
安
事

件
に
つ
い
て
は
エ
ド
モ
ソ
ド
・
ク
ラ
ブ
氏
、
ハ
し
ハ
ー
ト
大
学
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ッ

教
授
他
、
中
国
経
済
の
発
展
に
つ
い
て
は
コ
ロ
ソ
ビ
ア
大
学
何
教
授
、
日
華
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
七
三
〇
）

変
発
生
以
降
の
日
本
の
和
平
工
作
に
つ
い
て
は
ジ
ョ
ー
ズ
教
授
等
－
独
断
に

陥
る
こ
と
が
な
い
こ
と
、
四
巻
末
に
掲
げ
て
あ
る
所
蔵
場
所
を
附
し
た
十
数
に

の
ぽ
る
個
人
記
録
、
三
百
を
越
え
る
単
行
本
と
雑
誌
論
文
新
聞
記
事
は
、
一
五

二
〇
に
お
よ
ぶ
註
と
相
ま
つ
て
読
者
に
多
く
の
未
知
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ

る
こ
と
，
で
あ
る
が
、
若
干
の
欠
陥
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
が
全
て
英

語
文
献
に
依
存
し
て
居
り
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
記
録
や
原
田
日
記
と
い
つ
た

英
訳
に
よ
る
も
の
を
除
い
て
、
日
本
、
中
国
の
政
情
に
関
し
て
も
在
外
使
臣
よ

り
本
国
宛
の
報
告
、
そ
の
他
英
語
の
文
献
に
拠
つ
て
居
て
、
両
国
の
動
き
が
浅

い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
研
究
者
、
資
料
等
の
国
際
的
交
流
に
よ
つ
て
容
易
に
解

決
さ
れ
得
る
間
題
で
あ
り
、
そ
の
方
向
に
今
後
向
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
．

　
最
後
に
、
コ
ロ
ム
ビ
ア
大
学
に
お
い
て
直
接
そ
の
勉
強
振
り
に
接
し
、
ア
メ

リ
カ
側
の
資
料
に
つ
い
て
貴
重
な
助
言
を
与
え
ら
れ
た
ボ
ー
グ
博
士
の
今
後
の

労
作
に
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
井
　
優
）


